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2024/09/01 

生活協同組合コープこうべ在宅介護サービス 
指定訪問介護／重要事項説明書 

 

■サービス提供窓口  

 
 事業所名   生活協同組合コープこうべ 在宅介護サービス鈴蘭台  

 

 電話番号   ０７８－５９２－３０７２  

 担当者名  サービス提供責任者：  

 

 
１．事業所概要  

 
 事業所名  生活協同組合コープこうべ 在宅介護サービス鈴蘭台  

  

 所在地  
〒６５１－１１１１ 

 神戸市北区鈴蘭台北町１－１２－５ コープ鈴蘭台東内 

 電話番号  ０７８－５９２－３０７２  

 ＦＡＸ番号 

 

 

０７８－５９２－３０９１  

ホームページ http://www.kobe.coop.or.jp/ 

 
 センター長  高岡 奏子  管理者  佐藤 敦子 

 事業所番号   ２８７５０００７０１（神戸市指定事業所）  

 開設年月日   ２００１年３月１５日（平成１３年）  

サービス地域 神戸市 北区 

営業日  月～土（ただし、日曜日と12月30日～1月３日は休日） 

営業時間 
月～金（9:00～18:00）土（9:00～17:00） 

（上記以外は留守番電話対応）  

サービス 

提供時間 
休日を除く9:００～１９：００ 

 併設の  

 サービス  

生活協同組合コープこうべ居宅介護支援センター鈴蘭台  

（事業所番号：２８７５０００７１９）  

    
 
 

http://www.kobe.coop.or.jp/
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２．相談・苦情に関する窓口  

介護保険に関する相談や事業所が提供したサービスに対する苦情の
窓口を設置しています。（サービスを担当する事務所でも受付）  

 
  名称  コープ介護保険なんでも相談ダイヤル（苦情・相談窓口） 

 

 

 電話番号  ０７８－４１２－０５６２  

  

 受付時間  

午前９時～午後６時（土曜日は午後５時まで） 
（日曜日および毎年12月30日～1月３日は休み） 

担当者 小川 利美（福祉事業部） 

責任者 竹原 良彦 （福祉事業部 統括部長） 

 

※上記以外の公的な苦情対応の窓口  

名 称 兵庫県国民健康保険団体連合会 

 電話番号  ０７８－３３２－５６１７ 

ＦＡＸ番号 ０７８－３３２－５６５０ 

受付時間  月～金曜日（年末年始休み）、午前８時４５分～午後５時１５分 

名 称  兵庫県福祉サービス運営適正化委員会 

 電話番号  ０７８－２４２－６８６８ 

ＦＡＸ番号 ０７８－２７１－１７０９ 

受付時間 月～金曜日（年末年始休み）午前１０時～午後４時 

名 称 神戸市福祉局 監査指導部 居宅通所指導担当 介護保険担当 

 電話番号  ０７８－３２２－６３２６ 

ＦＡＸ番号 ０７８－３３２－６７６２ 

受付時間 月～金曜日（年末年始休み）午前8時45分～午後12時/13時～17時30分 

名 称  神戸市消費生活センター 

 電話番号  ０７８－３７１－１２２１ 

受付時間 月～金曜日（年末年始休み）午前８時４５分～午後５時３０分 
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３．事業者概要  
 
 

 法人の種別   生活協同組合  
 

 事業者名   生活協同組合コープこうべ  

 代表者名   組合長理事：岩山 利久  

 所在地   神戸市東灘区住吉本町１－３－１９  

 連絡先部署名 福祉事業部  

 電話番号   ０７８－４１２－０３５１ ＦＡＸ  ４１２－２０７７ 

 主な事業内容 小売業・生産事業・共済事業他 

福祉事業（居宅介護支援 訪問介護 通所介護 福祉用具の 

貸与・販売 住宅改修 サービス付き高齢者向け住宅等） 

その他 

 設立年月日  １９２１年４月（大正１０年）  

 

４．運営方針  

（１）事業所は、訪問介護計画に基づき、利用者が居宅において日常
生活を営むことが出来るよう、利用者の心身の状態や環境に応
じて、必要な援助を行い、利用者の生活全般の向上をはかるこ
とを目的とします。  

 

（２）サービスの提供にあたって、地域との結びつきを重視し、利用
者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、地域の保健・医療
・福祉サービス、同業他社等との連携に努めます。  

 

（３）サービスの提供にあたって、利用者の必要なときに必要なサービ

スの提供が出来るよう努めるものとします。 

 

（４）事業所は、介護保険法及び厚生労働省令等を遵守し事業を実施す

るものとします。 

 
5．サービスの概要  

身体介護 食事介助、排泄介助、入浴介助、清拭・洗髪・整容 
通院介助、自立支援のための見守り的援助、その他 

生活援助 調理、洗濯、掃除、整理整頓、買い物、 
その他 

その他 生活などに関する相談・助言、必要なサービス 
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６．職員体制  

  主な職務内容 常勤 非常勤 合計  

 管理者  事業所の職員及び業務の指揮・管理 

 サービス提供責任者兼務（常勤） 
１ ０ １ 

 兼務  

 サービス 

 提供責任者 

 訪問介護計画の作成、契約説明、 

需給調整、訪問介護員兼務（常勤） 
3 

兼務 

3 

兼務 

 

6 

兼務 

 訪問介護員 

 

 訪問介護計画に基づくサービスの提供  3 

兼務 

 

 

３０名 

以上 

※管理者は、サービス提供責任者を兼務しています。サービス提供責任者は、 
 訪問介護員（ヘルパー）を兼務しています。  
※訪問介護員は、ホームヘルパー養成研修１・２級、介護職員初任者研修修了者、 
 または、介護福祉士の有資格者です。  

 

７．利用料金について 

サービスを利用する場合、原則として、サービス利用料の合計金額
の１割または２割または３割が利用者負担となります。ただし、介
護保険の給付枠を超えてサービスの利用を希望される場合、「全額
自己負担」となります。 
＊「一定以上所得者」の方については、自己負担が２割又は３割と

なります。 
 
（１）地域区分について 

地域区分が７区分から８区分となっており、利用した介護給付単位

数に、神戸市＝４級地：１０．８４円を乗じた金額の１割（10％）

または２割（20％）または３割（30％）が利用料となります。 

 

（２）特定事業所加算（Ⅱ）の算定について 

  当事業所は、特定事業所加算（Ⅱ）：「所定単位数の１０％を加算」

を申請し、算定しております。主な利用料金は、別紙のとおりです。 
 ＜体制要件＞ 

① 全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、当該計画に従

い、研修を実施または実施を予定している 

② 訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催している 

③ サービス提供責任者と訪問介護員等との間の情報伝達及び報告体制を整備している 

④ 訪問介護員等に対する健康診断の定期的な実施体制を整備している 

⑤ 緊急時等における対応方法を利用者に明示している 

＜人材要件＞ 

   サービス提供責任者のすべてが３年以上の介護業務の実務経験を有する介護福祉士ま

たは５年以上の実務経験を有する実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・

１級課程修了者であること 
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（３）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）の算定について 

介護職員の処遇改善を目的に、報酬の加算として、利用された単位

数にサービスごとの所定の率を乗じて算定されます。訪問介護は処

遇改善加算は24.5％となります。利用単位数が変われば、処遇改善

加算も異なってきます。  

＜計算式＞ 

１ケ月に利用した単位数（初回加算なども含む） 

×24.5％＝小数点以下四捨五入します。 

   

 例）生活援助60分を４回利用 初回加算（後述）ありの場合 

    （242単位×4+200単位＝1168単位）×24.5％ 

＝286.16＝286単位（処遇改善加算の単位数） 

     注）主な利用料金は、別紙の利用料金表をご参照ください。 
 

（４）サービス提供責任者の評価について 

以下のサービス提供責任者の労力にかかわる加算が算定される場合が

ありますので、ご確認ください。なお、下記加算が該当する場合は、

事前もしくは事後にサービス提供責任者からお知らせします。 

 

初回加算 

⇒２００単位／月 

①新規に「訪問介護計画書」を作成した利用

者に対して、初回に実施したサービスと同

月内に、サービス提供責任者が自らサービ

スを行う場合または他の訪問介護員がサー

ビスを行う際に同行訪問した場合 
（介護予防から要介護に変更なった場合も同様） 

②以前利用があった場合でも、＊再開月より

二ヶ月以前に当事業所からサービスを受け

ておらず、再開もしくは再開に実施したサ

ービスと同月内に、サービス提供責任者が

自らサービスを行う場合または他の訪問介

護員がサービスを行う際に同行訪問した場

合。 
＊例）再開月が４月の場合、前回の訪問月が１月

で、２月と３月に利用がないということになり

ます。 
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口腔連携強化加算⇒

に１か月につき50単

位（1月に1回を限度） 

 

訪問介護事業所の従業者が利用者の口腔の健康状態

に係る評価を行うに当たって、歯科診療報酬点数表

に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医

療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科

衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等

で取り決めた場合 

緊急時訪問介護加算 

⇒１００単位／回 

利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス

提供責任者がケアマネージャーと連携をはかり、ケ

アマネージャーが認めたときに、サービス提供責任

者又は他の訪問介護員が居宅サービス計画にない身

体介護を行った場合 

生活機能向上連携加

算 

⇒１００単位／月 

 

⇒２００単位／月 

 

訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任

者とリハビリテーション専門職が、同時に利用者宅

を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成

し、リハビリテーション専門職と連携して、訪問介

護計画に基づくサービス提供を行っている場合、初

回の訪問介護が行われた初回月から、３ケ月間算定

させていただきます。＊リハビリテーションを専門

としている医療機関のリハビリテーション専門職が

訪問した場合は２００単位となります 

※利用料金の詳細については、サービス提供責任者又はケアマネージャ
ーにお問い合わせください。 

 ※保険料の滞納などにより、法定代理受領ができなくなる場合があります。
その場合は、いったん介護保険の介護報酬額の全額をいただき、「サー

ビス提供証明書」を発行します。それを後日、市または区役所の窓口に
提供して、差額の払い戻しを受けてください。（「償還払い」といいま

す） 
（５）交通費について  

 利用者の居宅が「サービス地域」内にある場合の交通費はサービス利用料
金に含まれています。「サービス地域以外」にある場合は、交通費の実費

が必要となります。また、介護に必要な交通費（買い物・外出など）も実
費が必要となります。 

 

（６）キャンセル料（サービスの中止） 

 キャンセルの場合は、下記の料金をいただきます。キャンセルの場合は出
来るだけ事前にご連絡ください。ただし、緊急時（緊急入院、急な体調不

良、連絡不可能な事態など）の場合は、除外します。  
  訪問日の前日の１8時までに連絡があった場合 
（月曜日のサービスのキャンセルは、日曜日の留守番電話に 
吹き込みをお願いします） 
 

無料 

 

 訪問日の当日に連絡があった場合  ２，０００円 

 連絡がなくヘルパーが訪問した場合  ３，０００円 
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（７）介護保険の枠外のサービスの提供について（オリジナル）  

 介護保険では対応できない業務（入院先での介助など）がある場合、
介護保険の枠外のサービス（オリジナル）として、各事業所で受け
付けます。契約書・料金などは、すべて別枠の扱いとなります。  

 

 

８．サービス提供から利用料の支払いまで  

 

  (1)申し込み                     

            ○利用者は、地域包括支援センター又は居宅介護支援事業
所などを通じて、当事業所にサービスの利用を希望し、
申し込みます。  

 

  (2)説明と契約                  

            ○当事業所は利用者宅を訪問し「契約書」や「重要事項説
明書」に基づき説明を行ない、契約します。  

            ○納得のいかない場合は、契約しなくても構いません。  

 

  (3)訪問介護等計画の作成   

            ○訪問介護計画等を作成して、利用者にサービス提供日・
時間内容について説明します。 

 

  (4)サービス提供確認          

          ○事業所から訪問介護員が派遣され、サービスを提供します。 

○利用者はサービス提供終了後、毎回「サービス提供確認票 

 」に捺印をし、「訪問介護記録」にてサービス内容を確認 

します。 
  (5)利用者負担額（１割または２割または３割）の支払い         

            ○事業所は、利用者に提供したサービスの「請求書」と  

             「明細書」を添付して、毎月郵送します。１ヶ月を１日 
～月末までとし、翌月の1５日ごろまでに郵送します。  

            ○利用者は、請求書が送付された月の月末までに、銀行 
引落し又は振り込み等で支払いを行います。  

            ※原則として、支払いは「口座引落し」でお願いします。 
 

 

９．契約の終了（解約） 

（１）利用者は、当該事業所の契約の解除を希望する場合は、１週間
前までに申告することで、契約の解除をすることができます。  

      また、利用者の病変・急な入院などの事情がある場合も、解除
   することができます。  

 

（２）事業所が、利用者に対してサービスの提供を終了する場合は、
   １ヵ月前までに、理由を示した文書で通知することで、サービ
   スの提供を終了することができます。  
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（３）利用者は、次の理由により、直ちにサービスの提供を解除す 
   ることができます。 
 

①事業所が正当な理由なく、サービスを提供しない場合  

②事業所が守秘義務に反した場合  

③事業所が利用者やその家族などに対して、社会通念を
逸脱する行為を行った場合  

④事業所が破産した場合 
 
（４）次の事由に該当する場合、事業者は文書で通知することにより、  

直ちにこの契約を解約することができます。 

 

１）事業者は、次の各号のいずれかに該当した場合には、利用者に対

して、何らの催告を要することなく、この契約を解除することが

できます。 

この場合、事業者は利用者の担当の居宅介護支援事業所に対し、こ

の情報を提供します。 

①利用者及びその家族、関係者から事業所従事者へ暴行、暴言、

脅迫、その他の暴力行為があった場合 

②利用者またはその家族、関係者などが事業者サービス従事者に

対して法令に違反する要求や行為、また本契約を継続しがたい

ほどの不信行為を行った場合 

  

２)事業者は、次の各号のいずれかに該当した場合、１か月前の書面

による通知により、契約を解約することができます。 

①事業規模の縮小や休廃止など、サービスの提供が困難となった

場合 

②利用者がサービスエリア対象外へ引越しするなど、やむを得な

い事情により自らサービスの提供が困難になった場合 

③利用者が病状等につき、故意に不実を告げたり、または、故意

に告げなかったりしたことが判明し、このため介護方法を大き

く変更しなければならなくなる等、円滑にサービスを提供でき

なくなった場合 

④利用者が２か月分のサービス利用料金を支払わず、事業者の書

面による催告によっても、不払いが解消されないとき  
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（５）自動的に終了する場合 

①利用者が病院・施設などに入院・入所した場合  

②利用者が要支援・要介護度認定の結果「非該当」（自立）と 

判定された場合  

③  利用者が死亡した場合 

④  その他～契約を解除せざる得ない状態になった場合  

 
 
１０.緊急時の対応／家族への連絡  

サービス提供中に体調の変化などがあった場合は、事前に作成した

「緊急時の対応（連絡先一覧）／別紙」に従って、事業所から家族・

主治医・関係者等に連絡します。 

 
１１．担当者の交代  

 担当者（訪問介護員）は、原則として６ヶ月～１年を目安に交代を
行います。なお、担当者の変更を希望する場合は、事業所まで連絡
の上、その旨お申し出ください。  

 

１２．守秘義務・個人情報の保護  

（１）利用者・家族の秘密保持について、正当な理由なく、知り得た情
報ならびに記録物を第三者に漏らしません。このことは、従事者
の退所後も継続される守秘義務に該当します。  

（２）個人情報については、サービス担当者会議や、他事業所との連携

を図るなど、サービス提供上必要なため、事前に利用目的の明示

と利用者および家族に同意の確認として「個人情報の使用に関す

る同意書」をいただきます。 

（３）運用については、「個人情報の保護に関するハンドブック」にも

とづき、個人情報の取り扱いや管理の周知徹底に努めます。  

 

１３．記録の保管・閲覧  

サービス提供の記録等は、法令に基づき、事業所が５年間保管します。

なお、利用者の求めに応じて、記録の閲覧や記録の複写（コピー／要

実費）ができます。ただし、閲覧および複写は本人または家族に限り

ます。 
 
１４．留意事項                                       
（1）介護保険法の定めるところにより、担当者は下記のサービスは行
   えません。 
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①利用者が不在（留守）の場合のサービス  

②金銭・貴重品などに関わる保管・管理・代行  

③金銭（謝礼など）、物品（贈答品など）の供与や貸与  

④医療行為（医薬器具の取り扱い等）  

⑤その他～介護保険制度で算定できないサービス 
（一例：一般的な来客の応対・応接、家具の模様替え、庭木の手入れ、 
    家族へのサービス、散歩・理美容院への付き添いなど） 

（2）サービスの中止・中断 
災害時等でサービスを中止・中断する場合があります。 
○自然災害等（台風、大雨，洪水等） 
○交通災害等（公共交通機関の不通、道路の破損、工事等） 

１５．事故発生時の対応及び損害賠償  

  （1）利用者に対するサービスの提供により、事故が発生した場合

は、早急に家族および市区町村（行政）への報告を行うとと

もに、必要な措置を講ずるものとします。 

（2）利用者に対するサービスの提供により、事業所に賠償すべき

事故が発生した場合は、加入する損害賠償保険（傷害・賠償）

等で、損害賠償を行うものとします。  

      加入保険会社：共栄火災海上保険株式会社   

１６．虐待防止・身体的拘束のための措置  

１ 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待および身体的拘束の防止

のため次の措置を講ずるものとします。  

（１）虐待および身体的拘束を防止するための従業者に対する研修

の実施  

（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

（３）利用者の権利擁護を進める為に、成年後見制度の利用を支援 

（４）虐待および身体的拘束防止のための指針の整備 

（５）虐待および身体的拘束防止のための対策を検討する委員会の

設置、周知徹底その他虐待防止のために必要な措置 

 ２ 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利

用者の家族等高齢者 を現に養護する者）による虐待および身体拘束

を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、 これを市

町村に通報するものとします。 

利用者の人権の擁護、虐待および身体的拘束の防止等のため、責任

者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従事者に対し、

研修を実施する等の措置を講じます。 

虐待防止の責任者名 在宅介護サービスセンター長   高岡奏子 

虐待防止の担当者名 福祉事業部   小川利美 
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１７. 感染症対策について 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲

げる措置を講じます。 

（１）訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管

   理。 

（２）事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理。 

（３）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策

   を検討する委員会をおおむね６月に１回以上開催するととも

   に、その結果について、従業者に周知徹底。 

（４）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を

   整備。 

（５）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及

   び訓練を定期的に実施。 

 
１８．業務継続に向けた取り組みについて 

（1）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問

介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、

当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（2）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行います。 
契約書及び重要事項に定めのない事項については、介護保険法お 
よび厚生労働省令等の法令の定めるところを遵守し、利用者と事
業所は、誠意を持って協議のうえ、解決に努めます。  

 

１９．第三者評価による評価・実施状況 
 

第三者評価による 
評価・実施状況 

１．あり 

実施日  

 評価機関名称  

結果の開示 １あり ２なし 

２．なし 
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■事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事

項を説明しました。 

 

 

 

 

説明日：西暦    年   月   日  

＜事業者＞  

生活協同組合コープこうべ  

 

＜事業所＞   

  事業所：生活協同組合コープこうべ在宅介護サービス鈴蘭台 

   所在地：神戸市北区鈴蘭台北町１－１２－５ コープ鈴蘭台東内  

   代表者：センター長：高岡 奏子     

                              

   説明者氏名：                      

 

 

   私は、契約書および本書面により、事業所からサービスの提供につ

いて、重要事項の説明を受けました。  

 

記入日：西暦    年   月   日  

  ＜利用者＞   

 

   住 所：                                  

 

 

   氏 名：                           

 

  （代理人）  

 

   住 所：                                                     

 

 

   氏 名：                           契約者（利用者との関係）   

 

以上 
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■別紙参考資料 

介護保険法に基づく訪問介護サービスの利用料金表 
生活協同組合コープこうべ 在宅介護サービスの「介護保険法にもとづく訪

問介護」の主な利用料は、下記の利用料金表をご参照ください。 

なお、下記の例示は、基本的な利用料金の目安を記したものです。詳細は、担当者

・管理者までお問い合わせください。 

＊特定事業所加算Ⅱの場合（一例）＜１割負担の場合＞ 

＊「一定以上所得者」の方は、下記１割の２倍又は３割が目安になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

注１：上記の料金は、２０２４年６月１日付けの報酬の改定料金です。 

注２：上表の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間でなく、居宅

サービス計画に定められた標準的な時間を基準とします。  


